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１．はじめに
　「特許行政年次報告書2017年版」（特許庁）が本年
６月29日に公表された。この本報告書では、「冒頭
特集」として、IoT（Internet of Things、モノのイ
ンターネット）、AI（人工知能）、ビッグデータ関連
技術の発達により進展する「第四次産業革命」に対
応した特許庁の取組が掲載されている。その取組の
一つとして、日米欧中韓の五庁間で、IoTやAI等の

新技術対応のための協力を図ることに合意したこと
が示されている。今後とも、日中韓を含む国際的な
協力が推進されることに期待したい。
　本稿は、日中韓特許庁による「日中韓の審判実務
の比較研究（無効審判）」における主要な論点につい
て、複数回に分けて紹介し、解説を行うものである。
今回は、「口頭審理」について説明を行う。
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２．口頭審理
　口頭審理とは、特許無効審判における審理の方式
として、弁論や証拠調べを口頭で行うことであり、
日中韓において、このような手続きが可能である。
以下では、口頭審理について、日中韓の審判実務を
対比して解説する。

（１）口頭審理の概要（意義）
　＜日本＞

特許無効審判における審理の方式は、原則とし
て口頭審理とされている（第145条第１項）。口頭
審理は、書面のみによる陳述では十分に言い尽く
せない当事者の主張を補い、技術水準に対する十
分な認識や争点の的確な把握に有用なものである。

特許無効審判は、民事訴訟とは異なり、書面で
提出されたものは全て陳述されたものとして扱わ
れる。また、職権審理を行うことができ、当事者
が申し立てない理由であっても審理することがで
きる（第153条第１項）。

　◎日本国特許法
　第145条（審判における審理の方式）

１　特許無効審判及び延長登録無効審判は、口頭
審理による。ただし、審判長は、当事者若しく
は参加人の申立てにより又は職権で、書面審理
によるものとすることができる。

　第153条（職権による審理）
１　審判においては、当事者又は参加人が申し立

てない理由についても、審理することができる。
　＜中国＞

専利無効宣告（無効審判）において、当事者
の請求により、又は、事案内容上の必要に応じ
て、専利復審委員会が口頭審理を行う旨の決定を
することができる（専利法実施細則第70条）。なお、
一部無効となる可能性のある場合、口頭審理をし
なければならないとされている。（専利審査指南
第４部第３章4.4.4）

また、口頭審理の目的については、「事実の究明、
そして当事者に審判廷における意見陳述の機会を
供与することが目的である」（専利審査指南第４
部第４章１）と規定されている。

　◎中国専利法実施細則
　第70条 

専利複審委員会は当事者の請求又は事案内容上
の必要に応じて、無効宣告請求について口頭審理

を行う旨の決定をすることができる。
　＜韓国＞

審判の審理方式は、口頭審理又は書面審理と
する（特許法第154条１項）。なお、審判の審理は、
行政の一環として、手続の簡易性と迅速性が強く
要求されるため、書面審理を原則としている。た
だし、当事者が口頭審理を申請したときは、書面
審理だけで決定することができると認められる場
合以外は、口頭審理をすることとされている（特
許法第154条１項）。

口頭審理は、一般的に、当事者が申請した事
件のうち、審判長が必要と認める事件について行
われる。口頭審理は、両当事者の口頭による争点
の整理に意義があるため、一般的に、当事者系事
件で実施される。なお、審判事務取扱規程第39条
の２において、①当事者又は当事者双方が口頭審
理を申請した事件、②当事者双方に代理人がない
事件、③侵害訴訟が係属中の事件のうち釈明権の
行使のために必要であると認める事件については、
原則として口頭審理を行うことが規定されている。
ただし、この場合でも、審判長が書面審理だけで
決定することができると判断した場合は、口頭審
理を行わないことが可能である。

民事訴訟では、弁論主義に基づいて必ず弁論
を経なければならず（民事訴訟法第134条）、裁判
官の面前で行われた口頭弁論だけが判決の基礎と
なる（民事訴訟法第204条）。これに対して、特許
審判院の審理は、口頭審理による主張だけでなく、
書面で提出された主張もすべて有効な陳述として
認められる。したがって、特許審判院の口頭審理
は、証拠調べ、争点に関する尋問と整理、複雑な
技術の迅速な理解などにその意義がある。

　◎韓国特許法
　第154条（審理等） 

１　審判は、口述審理又は書面審理とする。ただ
し、当事者が口述審理を申請したときには、書
面審理だけで決定することができると認められ
る場合以外には口述審理をしなければならない。

　＜解説＞
日本では「口頭審理が原則」（第145条第１項）

とされ、韓国では「口頭審理又は書面審理」（特
許法第154条第１項）と規定され、中国では、当事
者が申請した事件のうち、審判長が必要と認める


